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竜巻発生 平成25年9月2日(月)
午後2時頃発生

大川戸地区､金杉地区､魚沼地区､
築比地地区に大きな被害
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　越谷市から松伏町を通過し､野田市へ抜ける竜巻が
発生しました。
　町内では､大川戸地区､金杉地区､魚沼地区､築比地地
区間の約3kmを通過し､住宅や農作物等に大きな被害
をもたらしました。
　この竜巻の強さは､藤田スケールでF2と推定されま
した。(F2…住家の屋根がはぎとられ､弱い非住家は倒
壊する。大木が倒れたり､ねじ切られる。自動車が道
から吹き飛ばされ､列車が脱線することもある。)
　なお､竜巻被害にあった被災者の支援のため､9月議
会で被災者生活再建支援金等の補正予算を追加計上し
可決されました。
■町の主な対応
　9月2日(月)
　   ・災害対策本部設置､被害状況調査
　   ・避難所開設
　　   (大川戸農村センター ､老人福祉センター )
　   ・ブルーシートの配布
　9月5日(木)
　　がれきの収集開始
　9月6日(金)
　　竜巻災害義援金･寄付金の受け付け開始

　9月2日に発生した竜巻により､
被災された皆様に心からお見舞
い申し上げます。
　また､がれきの撤去などの支援
活動にご協力いただきました多

くの皆様や､義援金や寄付金をお寄せいただきまし
た多くの皆様に心から感謝申し上げます。
　町では､国の被災者生活再建支援制度が適用され
なくても､この制度に準じて同程度の支援を町独自
で行うとともに､災害見舞金を支給していきます。
　また､地域社会活動の拠点となる自治会館の修繕
費用の助成も行います。
　今後は､被災された皆様が一日も早く通常の生活
に戻れるよう､生活再建に向けた総合的支援に､町
民の皆様と力を合わせ､全力で取り組んでまいりま
す。

▲横断する竜巻(役場から撮影)

「竜巻により被災された皆様へ」

松伏町長
会田重雄
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問合せ／松伏町災害対策本部 991-1893

竜巻災害義援金･寄付金
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義援金…福祉健康課 991-1874
寄付金…会計室　　 991-1805

■証明書発行手数料の免除……………………関係各課
■生活再建資金・見舞金等
　・松伏町竜巻災害被災者生活再建支援金制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…福祉健康課
　・松伏町竜巻災害被災者見舞金制度……福祉健康課
　・生活福祉資金………………………社会福祉協議会
■住宅関連
　・住宅応急修理……………………まちづくり整備課
　・公営住宅の提供…………………まちづくり整備課
■税金・保険料などの減免
　・個人町県民税の減免…………………………税務課
　・固定資産税の減免……………………………税務課
　・県税の減免等………………………越谷県税事務所
　・国税の減免等……………………………越谷税務署
　・国民健康保険税の減免……………… 住民ほけん課
　・国民健康保険医療費一部負担金の減免
　　　　　　　　　　　　　　　　　… 住民ほけん課
　・国民年金保険料の免除……………… 住民ほけん課
　・介護保険料の減免…………………… 住民ほけん課
　・介護保険居宅介護サービス費の減額…住民ほけん課
　・介護保険介護予防サービス費の免除…住民ほけん課
　・後期高齢者医療保険料の減免……… 住民ほけん課
■中小企業等への支援………………………環境経済課
■農業者への支援……………………………環境経済課
■こどもの養育等
　・保育料の減免……………………………福祉健康課
　・就学援助制度(要保護・準要保護児童生徒)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…教育総務課
※ その他の支援制度や､内容の詳細についてはお問い合
わせください。

竜巻被害総合窓口 990-9012
場所／役場本庁舎1階環境経済課横

被災者の方への主な支援

　多くの皆様にご支援とご協力をいただき､あり
がとうございます。
　いただいた義援金は､被災者の方にお届けし､寄
付金は災害復旧事業の財源に充てさせていただき
ます。
　今後とも､被災者支援にご協力をお願いします。
■義援金･寄付金件数等
　▶義援金…2,211,587円（72件）
　▶寄付金…1,002,001円（21件）
　それぞれ9月13日現在
■�義援金･寄付金を受け付けています
　(12月16日まで､取扱い金融機関の窓口からの振
　込みは無料)
　▶義援金
　　受付窓口：福祉健康課
　　受付時間：午前8時30分～午後5時15分
　　※ 役場本庁舎住民ロビーに義援金箱を設置し

ています。
　▶寄付金
　　受付窓口：会計室
　　受付時間：午前8時30分～午後5時15分
■振り込みの場合
　▶義援金
　　○埼玉りそな銀行　越谷支店
　　　普通預金　　4797607
　　○武蔵野銀行　松伏支店
　　　普通預金　　1049851
　　○城北信用金庫　松伏支店
　　　普通預金　　0153896
　　○栃木銀行　松伏支店
　　　普通預金　　1022940
　　○さいかつ農業協同組合　松伏支店
　　　普通貯金　　0059104
　　○ゆうちょ銀行
　　　役場会計室までお問い合わせください。
　　すべての口座名義
　　マツブシマチタツマキサイガイギエンキン
　　松伏町竜巻災害義援金
　▶寄付金
　　○埼玉りそな銀行　越谷支店　
　　　普通預金　　4797805　　　　　
　　○武蔵野銀行　松伏支店
　　　普通預金　　1049844
　　○城北信用金庫　松伏支店
　　　普通預金　　0153919
　　○栃木銀行　松伏支店
　　　普通預金　　1022942
　　○さいかつ農業協同組合　松伏支店
　　　普通貯金　　0059126
　　すべての口座名義
　　マツブシマチタツマキサイガイキフキン
　　松伏町竜巻災害寄付金


